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第 1回 西蒲区自治協議会 議事概要 

                       日時：令和 5年 4月 27日（木） 

                          午後 2時 00分～午後 3時 40分 

                       場所：巻地区公民館 3階 小ホール  

事務局 

（丹治補佐） 

 皆さまお疲れさまです。定刻となりましたので、ただ今から、令和 5 年

度第 1回西蒲区自治協議会を開催します。 

 会長が決まるまでの間、進行を担当します、西蒲区役所地域総務課の丹治

と申します。よろしくお願いします。 

 本日、西蒲区自治協議会委員の委任状を机上に置かせていただいており

ますので、よろしくお願いします。 

 それでは、委員の出席状況についてご報告します。本日は委員 30名のう

ち、出席が 27名です。過半数の出席がありますので、新潟市区自治協議会

条例による、会議開催の規定を満たしていますことをご報告します。 

 また、本日、傍聴及び報道の来席はありません。 

 事務局では記録のため写真撮影ならびに録音を行いますので、ご了承く

ださい。 

 続きまして、本日の次第ならびに資料の確認を行います。事前にお送りし

た資料として、本日の会議の次第、資料 1-1、第 9期西蒲区自治協議会部会

の構成について。資料 1-2、第 9期西蒲区自治協議会所属する常任部会につ

いて。資料 2、区自治協議会委員推薦会議について。とございます。 

 また、本日机上にお配りした資料として、次第の差し替え、それから資料

3、令和 5年度西蒲区関連の主な事業説明。資料 4、西蒲区役所庁舎整備に

ついて。とございます。 

 また、そのほかの資料として、G7新潟財務大臣・中央銀行総裁会議開催

にかかる警備・交通規制のチラシが 2 種類。令和 5 年度「市長とすまいる

トーク」のチラシ、案内と申込書。にしかんパレードのチラシ。潟東樋口記

念美術館の岡村作久一展のチラシ。にしかん観光周遊ぐる～んバスのチラ

シ。資料は以上です。過不足はありませんでしょうか。 

 それでは次第に基づいて進行させていただきます。 

 初めに第 9 期西蒲区自治協議会のスタートにあたり、西蒲区長よりごあ

いさつを申し上げます。 

（堀西蒲区長）  皆さまこんにちは。西蒲区長堀峰一と申します。この 4 月に区長の職を

拝命しました。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 私はこの直近の 3 月まで、こども未来部こども家庭課という部署におり

ました。そこでは子育て世代の皆さまの支援などを担当しておりました。 

 その前は西区役所地域課におりまして、そのさらに 1 つ前は市民協働課

におりました。市民協働課と西区役所地域課、合わせて 6 年、自治協議会

の仕事をさせていただいたところです。 

 久しぶりに、この自治協議会の仕事に関わらせていただくということで、
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若干緊張もあり、胸が高鳴っております。 

 さて、本日より 20名の新しい委員の方をお迎えし、第 9期の自治協議会

がスタートします。 

 自治協議会は市の附属機関であり、これは条例にも記載があります。 

 区民の皆さまと、区役所との「協働の要」と位置付けられています。簡単

に申し上げれば、私ども区役所と協働して、一緒になってまちづくり・活性

化に取り組んでいただくということです。 

 ですので、西蒲区が「こうなればもっと良くなる、活気づく」あるいは「町

が楽しくなる」というようなお考えや思いがあれば、積極的にこの自治協議

会、もしは部会でご発言いただき、意見交換と話し合いをしていただきたい

と思います。 

 また、併せて、ここで話し合ったことを、市役所や区役所の方から説明を

させていただく、ご報告をさせていただくこともあります。 

 それについては、皆さま自身にとどめておかず、必ず地域、もしくは出身

母体にお持ち帰りいただきたいと考えています。 

 また、皆さまのお相手は、私ども行政だけではありません。地域代表の

方、公共団体から選出されている方、また、公募委員の方、老若男女問わず、

本当に区内からさまざまな方が集まっています。 

 常設の会議体で、区内のこのようにバラエティーに富んだ方々が一堂

に会する機会はほかにありません。この自治協議会だけです。 

 どうか、横のつながり、ネットワークも作っていただき、それぞれの

市民活動に生かしていただければ幸いです。 

 新潟市は、この 4月から新しい総合計画がスタートしました。同時に、

西蒲区においても、区ビジョンまちづくり計画を策定しています。 

 目指す将来像として、「豊かな自然、歴史と文化のかおりに満ちあふ

れ、人と人とがあたたかくつながるまち」、こういった町を目指すという

ことで取り組みを進めています。 

 区役所職員一丸となって、皆さまとともに、この西蒲区に住んで良か

ったと思っていただけるようなまちづくりに取り組んでまいりますの

で、皆さまからも積極的、前向きなご発言、ご活動を何卒よろしくお願

いします。 

 新しく委員になられた方、また、前期から引き続きの委員の方も含め、

皆さま、今後ともよろしくお願いします。 

事務局 

（丹治補佐） 

 ありがとうございました。続いて次第 3、自己紹介に移ります。 

 第 9 期の第 1 回目の会合ですので、委員の方々から自己紹介をお願いし

ます。石田委員のほうから順番にマイクを回しますので、選出母体とお名前

と一言お願いします。 

（石田委員）   巻地区コミュニティ協議会から派遣されてきました、石田富行と言いま

す。よろしくお願いします。 

 私は以前、町の職員として企画部門にいた経験がございます。その時に、
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福井地区のほたるの里公園建設に携わりました。 

 そうした中で、福井地区の人たちと関わってきて、まちづくりに大事なこ

とは、いかに楽しみ、楽しいことを作れるか、ということだと考えていま

す。 

 それで、フェイストゥフェイスで関わりのあるまちづくりができたらい

いなと思います。今後ともよろしくお願いします。 

（桒原委員）  漆山地域コミュニティ協議会からまいりました、桒原澄子と申します。西

蒲区に住んで 10年経ちました。 

 まだいろいろと教えていただくこともたくさんあるかと思います。微力

ですが役目を果たしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

（上原委員）   峰岡地区コミュニティ協議会の上原です。現在、会長を拝命してやってお

りますが、先ほど出たほたるの里について、今まさにその取り組みをやって

おり、先日も「矢垂の郷しだれ桜花見フェス」が開催されたところです。 

 大変にぎわいが出るようになりまして、石田さん、ありがとうございま

す。 

 また、コミュニティ協議会はだいぶ立ち位置が難しくてずいぶん悩んで

いますが、自治協は対象が西蒲区全体ということですので、1人の委員とし

て前向きにとらえて考えていきたいと思っています。どうぞよろしくお願

いします。 

（岩﨑委員）  松野尾地域コミュニティ協議会の岩﨑です。新任ですが、皆さまの意見を

聞いたり、自分の意見を言って頑張っていきたいと思います。よろしくお願

いします。 

（小林（正）委員）   角田地区コミュニティ協議会の小林と申します。8期を務めさせていただ

き、また今期も引き続きやっていきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

（田中（弘）委員）  岩室地域コミュニティ協議会の田中です。2期目となります。 

 前期 8期は、保健福祉部会と広報部会で活動してまいりました。 

 9期も皆さまと議論しながら、いい活動につなげていけたらというふうに

思いますのでよろしくお願いします。 

（渡辺（美）委員）  西川地域コミュニティ協議会の渡辺美代子です。初めてで、どきどきして

いますが、よろしくお願いします。 

（池浦委員）  潟東地域コミュニティ協議会から来た池浦です。右も左も分からず、頼み

こまれて参加させてもらいます。よろしくお願いします。 

（本田委員）  中之口地区コミュニティ協議会から来ました本田と言います。 

 私も今回コミ協に入るのは初めてで、もちろんこちらにおじゃまさせて

いただくのも初めてです。よろしくお願いします。 

（小林（ア）委員）  JA新潟かがやき女性部から来ました小林です。 

 先回、分からないうちに 2年が終わってしまったのですが、これからは、

母体に持ち帰れるような活躍や発言などをしていけたらと思います。 
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 今までは、自分の中で動いたものを外に発信する力がなかったと思って

反省しております。 

 この 2 年間は前向きに発信していきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

（田中（妥）委員）  西蒲原土地改良区、潟東地域の担当理事をしております田中妥と言いま

す。私も 2期目です。よろしくお願いします。 

（野澤委員）  西蒲区商工会連絡協議会からまいりました野澤です。西蒲区の商工会で、

今までこの会議は持ち回りで役員になっていたのですが、今回は中之口の

番だと言われ、今日皆さまの前に来ました。 

 きのうの 9時頃、NHKのニュースを見ていたら、あと 70年すると、日

本の人口が 8,700 万人ぐらいになるというような話がありました。西蒲区

も人口減と少子高齢化で、新潟市の 8 区の中ではちょっと負い目のところ

もあると思っていたのですが、その中でも西蒲区は観光資源、それから農家

の資源というものもあります。ニュースキャスターの話では、人口減は大変

だが、心豊かに、その地域で暮らしていければというような内容もあり、ち

ょっと安心というか、いいなと思いました。 

私も初めてで何も分かりませんが、皆さまと一緒に 2 年間勉強して、前

任の方がやってこられた中でも、一歩でも前に進んでいきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

（徳井委員）  西蒲区観光協会連絡会より選出されました、徳井潤之輔と言います。 

 観光協会では副会長を務めさせていただきまして、何も分からずのまま

に入ってしまい、ちょっとおどおどしているのですが、できる限り出せる力

を全力で注ぎこもうと思っていますので、どうぞご指導よろしくお願いし

ます。 

（大橋委員）  西蒲区北国街道まち歩きガイドの会の大橋と申します。私は北国街道回

りをガイドしておりまして、小学生や中学生、そして一般の方々のガイドを

しています。今年、会がもう 10年経ちます。 

 そういう中でいろいろ地域の良さ、こんなものがあるということでアピ

ールをさせていただいております。 

 自治協の関係ですと、私は 8 期の時にやりましたので、これが 2 期目と

いうことになります。 

 今まではまちづくり・産業部会、そして広報部会ということで、2つの部

会に所属をしておりましたが、いろいろ広報でアピールする部分もありま

すし、さらにまちづくり・産業部会は 2 年間かけて、ドローンで西蒲区の

自然や文化をアピールすることを中心に活動し、やっと 4 月からこの動画

を見ることができるようになりました。 

 第 9 期も、まちづくり・産業部会になりますが、今まで以上にまた頑張

っていきたいなと思っています。よろしくお願いします。 

（遠藤委員）  角田山麓観光まちづくり研究会の遠藤一雄と申します。私たちの会は、角
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田の山麓の自然を生かして交流の場を作っていく会です。新任です。よろし

くお願いします。 

（谷原委員）  西蒲区中之口・潟東圏域支え合いしくみづくり会議より選出されました、

谷原寛子と申します。 

 支え合いしのしくみづくりとして、中之口・潟東で活動させていただいて

います。 

 私はシニア層の方々のご意見を直接耳にすることが多くあるので、この

場でいろいろな意見を持って、皆さまの意見を反映して、この西蒲区がより

良く、長く、いつまでも住み続けられる地域になるように、なにかしら意見

をおこしていければと思っています。よろしくお願いします。 

（原委員）  新潟市西蒲区民生委員児童委員会長会の代表で、中之口民児協の原加代

子と申します。新任ですので皆さまよろしくお願いします。 

（村山委員）  西蒲区老人クラブ連合会の村山紘です。 

 私は長場と潟浦の亀寿会の会長をやっております。 

 私も今年初めてですので、分からないことがいっぱいです。ですが、皆さ

まの思いを聞きながら、私自身も頑張っていきたいと思います。 

 いちばん関心があるのは、年金がどうなるのかということです。私たちは

全部年金で生きているので大変心配なのですが、よろしくお願いしたいと

思います。 

（柳原委員）  皆さま、こんにちは。新潟市小中学校 PTA連合会西蒲支部よりまいりま

した、柳原大輝と申します。 

 自治協議会は 1年目ですが、漆山小学校で PTA活動を約 4年やらせてい

ただき、現在、巻東中学校でこの 4月末まで副会長で、5月から承認されれ

ば PTA会長になる予定です。 

 PTA 目線から言いますと、若い人に「西蒲区を出て行くな」とは言いま

せんが、戻ってきたくなるようなまちづくりをしていきたいなと思ってい

ます。 

 自治協議会は 1 年目で右も左も分かりませんが、どうぞよろしくお願い

します。 

（吉田委員）  皆さま、こんにちは。巻西中学校の地域教育コーディネーターをしていま

す、吉田金豊と申します。自治協は 2期目になります。前期に続き、出させ

ていただくことになりました。 

 前回は広報部と総務部で活動させていただきました。ぜひいろいろな意

見ができるように、私もいろいろな意見を出していきたいと思いますので、

皆さまよろしくお願いします。 

（鈴木委員）  初めまして。西川の升潟小学校の地域教育コーディネーターをしており

ます、鈴木一生と申します。 

 おなじみの方もいるのでちょっとほっとしたりもするのですが、小学校

のコーディネーター以外にも、あんな役やこんな役と、いろいろ受けさせて
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もらっています。 

 その中で今日この場に来てみて、やはりいろいろな活動がめぐりめぐっ

てつながっているのだなと思いました。そうするとやはり、今までの成果で

回っている事業などありますので、住んでいる以上、他人事ではなく、西蒲

を良くしていきたい、西川を良くしていたいという思いで一生懸命参加さ

せてもらおうと思います。どうぞよろしくお願いします。 

（唐澤委員）  今期からお世話になります、ライター／NPO法人福井旧庄屋佐藤家保存

会の唐澤頼充と申します。 

 福井地区に引っ越して、5年ぐらいになります。 

 いろいろなところに取材させていただいたり、まちづくりの 1 プレーヤ

ーとしても福井地区で活動させていただいております。自分の手の届く範

囲で、どう人間関係が豊かになるのかということを考えながら活動してい

ます。 

 この場でも何か自分なりの意見を出せればと思いますので、よろしくお

願いします。 

（青柳委員）  防災士の青柳麻紀と申します。 

 西蒲区でお仕事をして、今年で 11年目になります。 

 去年の初め頃に防災士の会の西蒲支部が立ち上がり、支部の方たちと活

動を活発にしていく中で、防災とまちづくりや地域づくりというものは、す

ごく結び付くというか、つながっているなというものを感じながら、活動し

ています。 

 3期目になります。よろしくお願いします。 

（古井委員）  皆さま、こんにちは。初めまして。新潟大学の古井ひかると申します。今

期初めてになります。 

 普段は大学の活動で松野尾地域コミュニティ協議会さんと一緒に活動し

ているのですが、この場ではもっとほかの地域の皆さまの話や、いろいろな

機関の皆さまの話を聞きながら、若い世代ならではの意見などを発言して

いきたいと思います。よろしくお願いします。 

（田中（久）委員）  初めまして。田中久美子と申します。コミュニティコーディネーター講座

からまいりました。2期目になります。 

 1期目は、右も左も分からず、右往左往という感じだったのですが、よう

やく右と左ぐらいは分かるようになってきました。 

 岩室に嫁いできて 13年目になるのですが、すごくいいところがいっぱい

あります。そういう意味では、私は「よそ者」なのです。なので、この「よ

そ者」視点を忘れないように、いい意味で、そういう目線で関われたらなと

思っています。よろしくお願いします。 

（古島委員）  西川の古島です。公募委員です。普段は、西川地域コミュニティ協議会の

地域総務部会で活動させていただいております。 

 緑の音楽祭、子ども盆踊り、時代激まつり等、イベントを中心に活動させ
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ていただいています。 

 自治協においては、8期総務部会でお世話になり、また今期 2期目という

ことでお世話になり、微力ですけれども、西川地域の活性化にいくらか貢献

できればと思っています。よろしくお願いします。 

（渡辺委員）  西蒲区東汰上の渡辺忠矢といいます。このたび、公募委員に応募し、推薦

をしていただきました。 

 ちょうど 30年間、金融機関に勤務しまして、早期定年退職制度に手を挙

げて退職しました。その後、69 才までサラリーマンを続け、現在 74 才で

す。 

 今、小規模で畑作農家をしています。この自治協が発足したのが 2007年

ですが、同じ頃に農薬や化学肥料を使わない野菜栽培の認定を取得して、野

菜を作り、出荷しています。 

 また、若い人たちに、自然栽培で家庭菜園を始めているきっかけを作って

もらう教室を主宰しています。今年の 4 月に、この教室から三条市下田へ

新規就農の卒業生が出ました。これは三条市の移住促進プロジェクトの第 1

号の合格者だそうです。関連することが新聞にも取り上げられています。 

 サラリーマン時代を含め、昨年 12 月まで、東汰上で自治会長を 11 年間

務めました。 

 自治会長として、コミュニティ協議会に参加しながら、自治協議会とは何

をしているところだろうかと興味を持ち続け、この西蒲区の自治協議会の

本会議、部会を何度か傍聴しました。 

 自治協議会の先輩委員たちがいろいろな話を聞く中で、行政と連携した

活動の成果とともに、課題もたくさんあることを学びました。 

 自治協議会委員応募の動機にも書いたのですが、なかなか解決されない

課題とまず向き合い、私自身は縁の下の働きができればと考えています。 

 私は話をすることが好きで、また、議論を重ねていくことがとても大事な

ことだと思っています。 

 任期は 2 年ですが、時間はあるようで、ないです。任期の 2 年間はあっ

という間に過ぎそうです。悔いの残らないように務めたいと思います。 

 行政の方々、それから先輩委員の方々、新任委員の方々、そして厳しくご

指導なさいますようお願いします。 

 運営指針など見ても、構成メンバーは、年齢は問わない、多岐の方にわた

ること、男女の比率等と、かなり細かく書かれてあります。 

 女性も増えてきているのですが、まだまだ市が目標とするところに行っ

ていません。それで、ずっと先輩の方と話をしている中で「西蒲区がこの 8

区の中で初めて女性の会長を出したらどうか」いう話を聞き、おもしろいな

と思っています。 

 ただ、突然会長をお願いしても、なかなか完璧にできるわけではない。育

てないといけない。育てるのも、長い時間かけないと育たないかもしれない

が、そういった育てる仕事はベテランたちがやればいいわけです。そんなこ
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とで、どういうかたちになるかまったく分かりませんが、新しい方向を向い

て、西蒲区の自治協議会ができればおもしろいと思っています。 

事務局 

（丹治補佐） 

 ありがとうございました。続きまして区役所のメンバーからの自己紹介

をさせていただきます。 

 先ほど区長からごあいさついただきましたので、地域総務課長からお願

いします。 

事務局 

（高橋地域総務課長） 

 自治協議会の事務局を担当しております、地域総務課長の高橋と申しま

す。どうぞよろしくお願いします。 

事務局 

（小林区民生活課長） 

 今年の 4 月に西蒲区役所区民生活課長に赴任しました、小林基と言いま

す。よろしくお願いします。 

 前職は市民病院で、医事課というところにおりました。区役所の仕事は今

回が初めてになりますが、一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。 

（渡辺健康福祉課長）  皆さま、こんにちは。この 4 月から西蒲区役所健康福祉課長をしており

ます渡辺敦子と申します。 

 区役所の仕事は今回初めてということになります。新任委員の方の話に

もありましたが、右も左も分からない状態ということになります。 

 皆さまと一緒に、より良いまちづくりをしていきたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。 

事務局 

（高野産業観光課長） 

 こんにちは。産業観光課の高野と申します。この産業観光課は 2 年目に

なります。 

 区役所は西区役所、江南区役所、そして西蒲区役所ということで、3か所

目になります。どうぞよろしくお願いします。 

事務局 

（田辺建設課長） 

 皆さま、こんにちは。建設課長をしております田辺と申します。 

 西蒲区の建設課は、お世話になって 3年目です。 

 昨年度まで 2 年間、補佐として携わってまいりました。今年度もよろし

くお願いします。 

（堀中之口出張所長）  中之口出張所の堀と申します。 

 長いもので 6 年目になります。地域に住んでおります。西蒲区は良くな

るものだと思っていますので、よろしくお願いします。 

（上原潟東出張所長）  皆さま、こんにちは。潟東出張所長の上原です。2年目になります。よろ

しくお願いします。 

（早川岩室出張所長）  岩室出張所の早川です。3 年目になります。どうぞよろしくお願いしま

す。 

（古寺西川出張所長）  西川出張所の古寺利夫と言います。前任は北区の北出張所におりました。

12年ぶりに西蒲区に戻ってきました。どうぞよろしくお願いします。 

（植野教育支援セン

ター所長） 

 西蒲区教育支援センター所長の植野浩之と申します。 

 教育委員会では今年度も委員の皆さまに向けて施策説明、それから教育

ミーティングを開催させていただく予定です。ご協力いただきますよう、ど

うぞよろしくお願いします。 
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（辰口西川図書館長）  皆さま、こんにちは。西川図書館長をしております、辰口と申します。巻

図書館・岩室図書館・潟東図書館の館長もしております。どうぞよろしくお

願いします。 

（瀬戸地域総務課課

長補佐） 

 地域総務課の瀬戸と申します。この 4 月から着任しています。今後とも

よろしくお願いします。 

事務局 

（丹治補佐） 

 ありがとうございました。それでは議事に入ります。ご発言の際には挙手

をお願いします。係の者がマイクをお持ちします。 

 それでは議事（1）「会長及び副会長の選任について」です。 

 新潟市区自治協議会条例第 5 条第 1 項の規定により、委員の互選で定め

ることとされています。 

 初めに会長の候補者については自薦・他薦により、立候補者を選出する方

法がよろしいかと考えていますが、いかがでしょうか。 

（委員数名） （異議なしの声） 

事務局 

（丹治補佐） 

 それではどなたか立候補・推薦はありますでしょうか。 

 吉田委員、お願いします。 

（吉田委員）  手を挙げさせていただきました。私は前期、副会長を 2 年間務めさせて

いただきました。 

 会長も副会長も区長も全部退任されまして、今期引き続き残っている役

員は私だけになりました。 

 前期、副会長という立場で会長の横で会議を見ていましたが、なかなか議

論は難しいかなというのがあり、今日、皆さまのご意見をお聞きすると、や

はりいろいろな意見交換ができるといいなと思っています。 

 本来、立候補するがらでもないのですが、今後、次につなげていくという

意味を込めて、もしよろしければ、前期の反省も踏まえて会長に立候補させ

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

（会場） （拍手） 

事務局 

（丹治補佐） 

 渡辺委員、お願いします。 

（渡辺（忠）委員）  新米ではありますが会長に立候補します。市の指針等にもありますよう

に、「新しい風」というのは、大事なことだと思っています。 

 吉田委員はいろいろな実績があるし、経験もあっていろいろなこともや

っていらっしゃるのですが、私はちょっと違うところから、コミュニケーシ

ョンを活発化したい。皆さまの間をうまく取り持ち、意見がたくさん出るよ

うな自治協議会。こういったものをやっていければと思います。 

 既成の概念にとらわれず、新しい発想、それも、少し非常識な発想ぐらい

ができたほうが活性化すると言われるように、そういったことを、いろいろ

考えて動いてみたいと思っています。 

 先ほども申し上げましたように 2 年という任期はあっという間に過ぎる

と思います。この 2 年間を、やり残したことがないように、人生最後のい



 10 

ろいろなことができる、そういう仕事だと思っていますので、立候補しまし

た。よろしくお願いします。 

事務局 

（丹治補佐） 

 ありがとうございます。ほかに立候補・推薦はありませんでしょうか。 

 それでは、立候補が複数名いるため、事務局としては立候補者から会長就

任に対する抱負を改めて述べていただき、その後、投票を行い、投票数がい

ちばん多い候補者を会長に決定するのがよろしいかと考えていますが、い

かがでしょうか。 

（委員数名） （異議なしの声） 

事務局 

（丹治補佐） 

 ご異議がないようですので、候補者である委員お 2 人より改めて所信表

明をいただき、その後に投票をお願いしたと思います。 

 それでは、先に手の挙がりました吉田委員から改めてお願いします。 

（吉田委員）  皆さま、改めまして、立候補させていただきました。吉田金豊と申しま

す。 

 渡辺委員から手が挙がりましたので、こうやって議論するというのはい

ちばんいいことだと思います。ぜひ今後も、活発になっていくといいのかな

と思っています。 

 抱負としましては、なかなか急に変わるというのはどうしても行政のし

くみもあるので難しいかとは思いますので、少しずつ、西蒲区全体で物事を

考えて、いろいろなかたちで皆さまの意見を取り入れて、意見交換の場を設

けていきたいと思います。本会議でも「これ、質問ありませんか」と言った

時に、ないのではなく、私は皆さまに「ご意見お願いします」というかたち

で積極的に意見を示していきただきたいと思っています。そうなっていく

と、前期出ている方は 10 人しかいませんが、20 人新任の方がいらっしゃ

いますので、今後につなげていくために私は自分で決意させてもらったと

ころです。 

 また、今日言って今日、私がどういう人か絶対分からないものですので、

あ地域の活動等はあえて言いません。私の年齢だけ言いますと、52才です。

よろしくお願いします。 

事務局 

（丹治補佐） 

 ありがとうございました。続きまして渡辺委員、お願いします。 

 

（渡辺（忠）委員）  渡辺忠矢です。いただいた資料にも書いてるように、8期の反省や、9

期に向かってのことなど、かなりていねいに見たつもりです。 

 この中いろいろ書いてあるように、行政などの制度がたくさんあったこ

とは分かるのですが、やはり、反省点の中では「もう 1つこれやる、あれ

やる」と出てくるのです。これが課題ですから、これはなくならない。こ

れはいいのですが、やはり課題を解決しようとする動きをどうやって作る

かということが重要と思います。 

 それをもう 1回やれば良かったということがないように、2年間あっと

いう間ですから、「自分だけ」というようなことがないようなかたちで話
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をするような場を作り、皆さまの意見、それから町の意見が伝わるように

なればいいと思っています。 

 この西蒲区自治協議会だけではないと思いますが、知名度が上がらない

とか、いろいろな問題が出ているわけです。 

 では知名度を、上げなくてはならないかどうかという問題も出てきま

す。そういうことを含めて、どのようなかたちでやるべきなのかというも

のを、少し原点に戻ったところから話を始めてもいいのかなと思います。

そうでないと、上のほうで話をしていても 1年半、2年はすぐ経ってしま

います。 

 やはり最初、ちょっと頑張って本質論からやっていっていいのかな、そ

んなふうに思っています。 

事務局 

（丹治補佐） 

 ありがとうございました。それではこれから事務局から投票用紙を用意

してお配りしたいと思います。しばらくお待ちください。 

（事務局） （用紙配付） 

事務局 

（丹治補佐） 

 それでは、お配りしました投票用紙に「吉田金豊委員」または「渡辺忠矢

委員」、いずれかのお名前をフルネームでご記載ください。 

 無記入や、立候補者以外の名前が記載された場合は無効になります。 

（委員） （投票用紙記入） 

事務局 

（丹治補佐） 

 まだ書いてらっしゃる方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 

 それでは事務局が端から順に回ってまいりますので投票用紙を置いてく

ださい。 

（事務局） （投票用紙回収） 

事務局 

（丹治補佐） 

 それでは投票が終わりましたので、これから開票をさせていただきます。 

 その際に 2名立ち合いをお願いしたいと思います。 

 よろしければ、古島健委員と田中久美子委員、お願いしてよろしいでしょ

うか。 

（事務局） （開票） 

事務局 

（丹治補佐） 

 ありがとうございました。立ち合いのお 2人はお戻りください。 

 開票が終わりましたので、結果を発表します。吉田金豊委員 23票、渡辺

忠矢委員 4 票となりましたので、吉田金豊委員を会長と決定したいと思い

ます。 

（会場） （拍手） 

事務局 

（丹治補佐） 

 ありがとうございます。それでは、事務局前が会長席となりますので、吉

田委員は席のご移動をお願いします。 

 それでは会長になりました吉田委員から一言ごあいさつをお願いしま

す。 

議長 

（吉田会長） 

 まず渡辺委員は立候補していただき、大変ありがとうございます。 

 1人だけ出るとか、推薦とかではなく、いろいろなかたちで皆さんから立

候補していただいて、議論をするというかたちを自治協はもっていくのが
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大切だと思います。私に入れていただいた方も、渡辺さんに入れていただい

た方も、「吉田に入れてよかったな」と思ってもらえるように、精一杯 2年

間頑張っていきたいと思いますので、皆さまのご協力をよろしくお願いし

ます。大変ありがとうございました。 

（会場） （拍手） 

事務局 

（丹治補佐） 

 ありがとうございました。会長が決定しましたので、これ以降の会議につ

いては新潟市区自治協議会条例の基準により、会長から議長として進行を

お願いしたいと思います。 

 ここで、これ以降の議事に関しまして会長と打ち合わせをさせていただ

きますので、3時まで休憩とします。よろしくお願いします。 

（会場） （休憩中） 

議長 

（吉田会長） 

 皆さま、始めさせていただきます。よろしくお願いします。今打ち合わせ

をしたばかりですので、進行がバタバタするかもしれませんが、そのへんは

ご了承いただきたいと思います。 

 それではここからは私のほうで議事を進行してまいります。 

 座ったままで進行させていただきます。よろしくお願いします。 

次に副会長の選任を行います。地域総務課長から説明をお願いします。 

事務局 

（高橋地域総務課長） 

 地域総務課です。副会長について、新潟市区自治協議会条例第 5 条第 4

項で、「会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、職務を代理する」

と定められています。 

 また、区自治協議会条例施行規則第 4 条第 1 項では「副会長を複数置く

ことができる」、「複数置く場合は、会長の職務を代理する順序を定めてお

く」こととされています。 

 西蒲区自治協議会では、副会長は 2 名の体制とし、その選任並びに順位

については、これまで自薦他薦により選出した年、また、会長一任となった

年もありましたが、今年度の選出方法については、皆さまからお諮りいただ

きたいと思います。説明は以上です。よろしくお願いします。 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。ただ今、地域総務課長の方から説明がありまし

たが、副会長については、これまでどおり 2 名としたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

（会場） （異議なしの声） 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございます。それでは 2 名いうことで承認、ありがとうござ

います。 

 選出方法についてはいかがでしょうか。 

 先ほどと同じように自薦他薦の選出方法がよろしいか、私のほうから指

名をさせていただく方法もありますので、皆さまの意見をお聞きしたいと

思います。 

 まずは、自薦他薦をとった方がいいと思われる方、いかがでしょうか。 

 私のほうで推薦というかたちでもよろしいでしょうか。 
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（会場） （拍手） 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございます。 

 この副会長お願いしたいとか、私はまだ全然決まっていません。今日いき

なり指名させていただきますが、ぜひお受けしていただきたいと思います。 

 まず、第 1 号委員のほうから、名簿ナンバー6 番、田中弘信委員。そし

て、第 2号委員から 10番、小林アサ子委員。よろしくお願いします。いか

がでしょうか。 

（会場） （拍手） 

議長 

（吉田会長） 

 皆さまから承認いただきましたが、まずは田中委員いかがでしょうか。お

引き受けいただけますでしょうか。 

（田中（弘）委員）  よろしくお願いします。 

（会場） （拍手） 

議長 

（吉田会長） 

 小林委員、いかがでしょうか。 

（小林（ア）委員） よろしくお願いします。 

（会場） （拍手） 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございます。それでは田中委員と小林委員、副会長ということ

でよろしくお願いします。 

 こちらに座ってもらってよろしいでしょうか。 

ありがとうございます。今ほど承認いただきました。まずは副会長の順序

についてですが、第 1 順序には田中委員を、第 2 順序には小林委員をお願

いしたいと思います。いかがでしょうか。 

（会場） （拍手） 

議長 

（吉田会長） 

 拍手をいただきましたので、よろしくお願いします。では、副会長になら

れたお 2人から一言ずつごあいさつを頂戴したいと思います。田中副会長、

お願いします。 

（田中（弘）委員）  岩室地域コミュニティ協議会の田中です。突然の指名でびっくりしてい

ますが、今日ここにお集まりの 27名、それぞれの地域から、あるいはそれ

ぞれの組織から、もろもろの課題を持って来られていると思います。 

 西蒲区は広く、共有するのが難しい部分もあります。ただ、自治協議会は

非常にいい場でありますので、課題や取り組みの事例とか、あるいは成功例

とか、そういったことを共有して、西蒲区全体でいい地域づくりしていきた

いと思っています。よろしくお願いします。 

（会場） （拍手） 

議長 

（吉田会長） 

 小林副会長、お願いします。 

（小林（ア）委員）  本当に突然でびっくりしています。なるようになるか、ならないかと不安

でいっぱいですが、「やるしかない」。この一言です。よろしくお願いしま

す。 
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（会場） （拍手） 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。以上で議事（1）を終了いたします。次に議事

（2）「西蒲区自治協議会 各部会について」です。地域総務課長から説明を

お願いします。 

事務局 

（高橋地域総務課長） 

 それでは西蒲区自治協議会の各部会についてご説明をさせていただきま

す。資料 1-1をご覧ください。 

 西蒲区自治協議会には 3 つの常任部会と 2 つの特別部会を設置しており

ます。 

 常任部会については「総務部会」、「保健福祉部会」、「まちづくり・産業部

会」があり、これらは、「西蒲区自治協議会部会設置要綱」で部会の設置が

規定されております。 

 また、その要綱の中で、「区自治協議会が必要と認めるときは、特定の議

事を審議するため、特別部会を置くことができる」と規定されておりますの

で、「調整部会」と「広報部会」の 2つの特別部会を議決により設置してお

ります。 

 調整部会は、各部会において意見集約をする際や、会議の円滑な運営を図

るために必要に応じて開催します。広報部会は、広報紙の発行を行うために

開催します。 

 差し支えなければ、第 9 期においても、引き続き、この組織体制で運営

することをご了承いただければと思っております。 

 続きまして資料 1-2をご覧ください。 

あらかじめ委員の皆さまに、所属する常任部会について、意向調査をさせ

ていただきましたが、皆さまのご希望を基に調整した案をご提示させてい

ただいております。 

 差し支えなければ、所属する常任部会についてご承認をいただければと

思っております。説明は以上です。 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。所属部会については、事前に皆さまのお手元に

届いているかと思います。第 1 希望が叶わなかった方もいらっしゃると思

いますが、各部会 10名ずつというかたちになっておりますので、ぜひとも

ご了解いただければと思います。 

 ただ今の件について、ご意見やご質問、不明点がありましたら挙手をお願

いします。どんなことでもかまいません。いかがでしょうか。 

 細かいことについては、部会の時に意見を言っていただければと思いま

す。常任部会の構成については、私の方で読み上げさせていただきます。 

 総務部会。小林正委員、渡辺美代子委員、遠藤委員、柳原委員、若杉委員、

私・吉田、青柳委員、田中久美子委員、古島委員、渡辺忠矢委員。 

 保健福祉部会。桒原委員、岩﨑委員、田中弘信委員、本田委員、八百板委

員、小林裕委員、谷原委員、原委員、村山委員、鈴木委員。 

 まちづくり・産業部会。石田委員、上原委員、池浦委員、小林アサ子委員、

田中妥委員、野澤委員、徳井委員、大橋委員、唐澤委員、古井委員となりま



 15 

した。 

 また、特別部会は資料 1 のとおり、調整部会は正副会長、各部会の正副

部長の合計 9 人。広報部会については総務部会、保健福祉部会、まちづく

り・産業部会から、後ほど 2名ずつ選出していただきたいと思っています。 

 以上の体制となりますが、よろしいでしょうか。 

（会場） （異議なしの声） 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございます。異議なしの声が多数でした。それでは承認をさせ

ていただき、議事（2）を終了します。ありがとうございました。 

 次に議事（3）「西蒲区自治協議会委員推薦会議の構成について」です。地

域総務課長から説明をお願いします。 

事務局 

（高橋地域総務課長） 

 それでは西蒲区自治協議会委員推薦会議の概要とその構成員について説

明します。 

 資料 2をご覧ください。初めに、「1．役割」についてです。 

区自治協議会の委員は、区自治協議会条例で、「区長が推薦した者を市長

が委嘱する」と定められています。 

 区長が市長へ推薦するためには、自治協議会内で委員候補者を決定する

必要がありますが、これについては、区自治協議会条例施行規則で、「区自

治協議会に推薦会議を置き、区自治協議会は推薦会議の選考結果を尊重し、

委員候補者を決定する」と規定されています。 

 したがって、推薦会議の具体的な活動としては、①の 2 年に一度の委員

改選時の委員の全体構成の検討と選考、④の選考した団体及び委員候補者

の自治協議会への推薦が主となります。 

 そのほか、委員が任期中に辞任した場合や、委員数が上限に達していない

場合に、候補者の検討・選考を行います。 

 続いて「2．委員の構成」をご覧ください。推薦会議の構成員は、施行規

則及び運営指針により、会長・副会長以外の委員 10人以内で組織する、と

規定されております。 

 その内訳については、第 1 号委員から 6 人以内、第 2 号及び第 3 号委員

がそれぞれ 1人以上の計 4人以内を選出することとされています。 

 事務局案としては、第 1 号委員から 6人、第 2号委員から 2人、第 3号

委員から 2人の、計 10人が人数のバランスなどから適当と考えますが、こ

の人数でよろしいか、ご協議をいただきたいと思います。 

 構成委員の内訳が決定したら、その後、休憩をとり、第 1 号、第 2 号、

第 3 号委員の皆さまにそれぞれ集まっていただき、どなたを推薦会議のメ

ンバーとするかを決めていただきたいと思います。 

 話し合いの場合は第 1 号委員の皆さまにはこの会場の窓際に、第 2 号委

員の皆さまはステージから反対側の壁際に。第 3 号委員の皆さまは出入口

側の壁際とさせていただきます。 

 メンバーが決まりましたら、事務局まで報告をお願いします。説明は以上

です。 
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議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。今ほどの説明について補足しますと、すべてこ

の委員推薦会議に諮り、最終的には本会議で合意してというかたちになっ

ております。公募の選考もこの委員会が行い、また、途中で委員が変わると

いった場合もそちらに諮っていただくというようなかたちになります。基

本的には、1年目は少ないかと思いますが、2年目以降は何回か集まりがあ

るのかなと思っています。 

 構成について、第 1 号委員というのはコミ協さんから出ていただきまし

た、資料 1-2で言いますと 1番から 9番の方。第 2号委員というのは 10番

から 22番の方。第 3号委員というのは 23番から 30番の方になります。 

 今ほど事務局の提案ですと、第 1 号委員が 6 名、第 2 号委員が 2 名、第

3号委員が 2名ということで、会長・副会長除くことになっていますので、

補足させていただきました。 

 ただ今の件につきまして何かご質問・ご要望・ご意見はありますでしょう

か。もしご承認で良ければ拍手をお願いします。 

（会場） （拍手） 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、会長・副会長除いて、今ほど課長から説明あったとおり、第 1

号委員の方は窓側に。第 2号委員の方はステージから反対側の壁際に。第 3

号委員の方は出入り口の壁側にお集まりいただきたいと思います。 

 第 1 号委員からは 6 名を決めていただき、事務局の真島まで報告をお願

いします。第 2 号委員からは 2 名、第 3 号委員からも 2 名を決めていただ

き、事務局の大滝まで報告をお願いします。 

 会議は一旦、休憩とします。よろしくお願いします。 

（会場） （休憩中） 

議長 

（吉田会長） 

 それでは会議を再開いたします。 

 委員推薦会議の構成員が決まりましたので、発表させていただきます。 

 第 1号委員からは桒原委員、上原委員、岩﨑委員、小林正委員、池浦委

員、本田委員。 

 第 2号委員からは田中妥委員、谷原委員。 

 第 3号委員からは唐澤委員、青柳委員が委員推薦会議の構成員となりま

した。よろしくお願いします。 

 それでは議事（3）を終了します。 

 次に報告（1）「令和 5年度西蒲区主要事業（予算）について」です。地

域総務課長から説明をお願いします。 

事務局 

（高橋地域総務課長） 

 それでは令和 5年度西蒲区主要事業（予算）について説明します。資料

3をご覧ください。 

 特色ある区づくり事業について、昨年 9月開催の自治協議会で事業内容

を説明させていただきましたが、主な事業の説明と併せて、改めてご説明

をさせていただきます。 
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 なお、事業についてご質問等がありましたら、担当課長が説明しますの

でよろしくお願いします。 

 それでは 1ページ目の 1段目「区自治協議会提案事業」は、地域課題の

解決や活性化のため区自治協議会の皆さまから検討・実施していただく事

業になります。今年度は、記載の 3事業をご提案いただきました。 

次に 4段目「ジュニアスポーツ教室開催支援事業」です。これは、スポ

ーツを通じた健康づくり、スポーツ活動の活性化を図るため、ジュニア育

成を目的としてスポーツに親しむ機会の提供と支援を行います。 

 次に 5段目「西蒲区の文化再発見」です。区の歴史文化について、区内

外の方に興味・関心を持ってもらい、次世代への継承に向けた取り組みを

行います。 

 次に 6段目「西蒲区移住等促進事業」です。人口流入を促進するため、

新たな観光スタイルであるワーケーションの推進とともに、空き家の利活

用について調査・研究を行います。 

 次に 2ページ目の 2段目「にしかん地域防災共育支援事業」です。区内

の 6つの中学校を対象とした地域の防災共育の実施により、学校防災共育

体制の整備と、継続的かつ効果的な地域の防災活動への支援を行います。 

 次に 3段目「西蒲区役所新庁舎整備事業」です。区民の安心安全な生活

を守る防災拠点として、新庁舎整備に向けて基本構想の策定を行います。 

 次に 6段目「未来につなごう にしかんこども環境事業」です。子ども

たちを対象として、環境への関心・意識を育む取り組みを行います。 

 次に 3ページ目の 1段目「にしかん健康プロジェクト」です。健康寿命

の延伸に向け、「栄養」「運動」「お口の健康」の大切さを普及する取り組

みを行います。 

 次に 2段目「豊かな心を育てる事業」です。ミュージックセラピーや思

春期教室を開催し、豊かな心の育ちを支援し、子どもたちの健やかな成長

につなげます。 

 次に 3段目「地域いきいきながいきサポート」です。誰もが住み慣れた

地域で安心して暮らし続けられるよう、地域の茶の間に作業療法士などの

専門職を派遣し介護予防を推進します。また、高齢者に関するさまざまな

法的問題に対し、弁護士に委託し課題解決を図ります。 

 次に 4段目「育てる幸せ 子育て応援事業」です。子育てに不安を感じ

ている親同士の学ぶ講座を開催し、仲間づくりを支援します。また、赤ち

ゃんへの接し方などを楽しく交流しながら学ぶ講座を開催し、親子のきず

なが深まるよう支援します。 

 次に 5ページ目の 1段目「にしかんなないろ野菜ブランド強化・販売拡

大事業」です。ブランド化を進めてきた「にしかんなないろ野菜」をマル

シェなどへの出店販売を積極的に取り組み、飲食店との取引を増やすこと

で産地としての地盤を強固なものとしていきます。 

 次に 2段目「にしかん未来につながる持続可能な農業推進事業」です。
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地域の GAP認証取得者の経験や知見などを情報共有し、取り組み内容の

発信や、先進地視察研修会の開催などを通じ、未来につながる持続可能な

農業の生産体制づくりに取り組みます。 

 次に 3段目「産地を守る農業生産被害防止対策事業」です。近年発生し

ている野生動物による農産物被害などに対応するため、わな猟免許の取得

費用補助、電気柵設置モデル事業など、より具体的な対策を実施し、農作

物の被害防止や農業従事者の安全性の確保に取り組みます。 

 次に 4段目「にしかん新ツーリズム誘客促進事業」です。新型コロナウ

イルスによる影響の長期化にともない、著しく落ち込んだ観光需要を取り

戻すため、ウイズコロナに対応した観光誘客を図ることにより、「観光地

西蒲区」の再興を目指します。 

 次に 5段目「『矢垂の郷』賑わいづくりプロジェクト事業」です。矢垂

の郷を観光スポットとして定着させるために、継続的な環境整備・運営に

かかる地域組織の育成・強化に取り組み、来訪者へのサービスを向上させ

ることで交流人口の拡大を目指します。 

 次に 6ページ目の 1段目「にしかんワーキングツーリズム事業」です。

人手不足で困っている農業者等と、農業や地域に関心のある方々が出会え

るマッチングサイトで就労者を募り、人手不足解消を図るとともに、地域

の魅力を知ってもらい、将来の移住につなげます。 

 次に 3段目「新潟空港からの二次交通整備事業」です。こちらは、「新

潟ウエストコーストライナー」という新潟空港から岩室温泉及び新潟ワイ

ンコーストを目的地とする乗合タクシーを運行し、空港を利用する観光客

の誘客を図ります。 

 次に 4段目「にしかん観光周遊バス運行事業」です。区内の観光施設へ

の周遊性の向上を図るため、角田山麓・岩室温泉などの魅力あふれる観光

資源を巡る周遊バスの運行を行うものです。 

 以降の事業については、説明を省略させていただきます。資料の方をご

確認いただければと思います。報告は以上です。 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。こちらは報告ですので、一つ一つ不明な点が

たくさんあるかと思います。全体的なことでもかまいません、せっかくの

機会ですので、ご質問いかがでしょうか。 

 1ページ目の「区自治協提案事業」について、これが例年で言うと各部

会 100万円ずつで事業を考えるということになっています。皆さまにも直

接関わってくるのはこちらの方かなと思っております。 

 あと、いろいろなかたちで新規事業が出ておりますし、改修の事業とか

も書いてありますので、またご参考いただければと思います。 

 報告については以上ですがよろしいでしょうか。 

（委員数名） （はいの声） 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。 

 次に報告（2）「西蒲区役所庁舎整備について」、地域総務課長からお願
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いします。 

事務局 

（高橋地域総務課長） 

 西蒲区役所整備事業の整備について、資料 4を基に説明をさせていただ

きます。 

 西蒲区役所の新庁舎整備に向け、令和 5年度に基本構想を策定します。

その構想を策定する中で、どのような庁舎を整備するか、区民の皆さまの

ご意見もどのように取り入れていくのかを検討しながら進めていきたいと

考えています。 

 次に、これまでの経緯です。平成 23年 11月から 12月にかけ、地域の

皆さまから区役所の早期整備にかかる要望をいただきました。 

 その要望を受け、区として一定の方向性を探るべく、自治協議会の委員

や現在の巻地域コミュニティ協議会、巻商工会、巻観光協会など地域代

表、そして西蒲区選出市議会議員の合わせて 15名で構成する、西蒲区区

役所庁舎整備勉強会を、平成 28年 10月から平成 29年 2月にかけて 5回

開催させていただきました。その勉強会での議論の結果、新庁舎は「現在

地での整備が望ましい」との意見集約がなされました。 

 これを踏まえて、平成 30年 5月に西蒲区自治協議会から「西蒲区役所

の新庁舎整備を早期に着工してほしい」との要望をお受けしたところで

す。 

 昨年 12月には、新潟市議会にて「老朽化している区役所の建て替えに

向け、令和 5年度から基本構想策定などを早急に進めたい」と説明をさせ

ていただきました。 

 その要望を受け、区としては、これまで西蒲区にある建物の有効利用

や、防災拠点としてのあり方などの検討や、関係部署との協議を慎重に重

ね、令和 5年度にようやく区役所整備に向けた基本構想の策定にこぎつけ

ることができました。 

 それを経て、整備位置については、地域の皆さまからこれまで議論され

たご意見を尊重させていただき、現在地での建て替えを基本として進めて

いきたいと考えています。 

 「3 現状と課題」にあるとおり、現在の区役所庁舎は老朽化が進み、

バリアフリー対応がなされていない点も課題となっています。私たちとし

ましても、スピード感を持って整備促進に取り組んでいきたいと考えてい

ます。報告は以上です。 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。今ほど課長のほうから報告がありましたが、

60年以上経過していて、もし大地震が来たら防災拠点はどうなるのかとい

う部分がありますし、今の庁舎だと潰れて職員の方の命も危ないのではな

いかという部分もありますので、今年度は予算出たということです。 

 これについて何かご質問はありますでしょうか。 

 鈴木委員、お願いします。 

（鈴木委員）  区役所には毎月のように行く用事があるのですが、いろいろな研修とか

用事でたくさんの方が来られていると、車が停められなくて困ります。 
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 それだけで何回か会議に遅れてしまうことがあったので、駐車場の利便

性も考えてもらえるといいかなと思います。 

事務局 

（高橋地域総務課長） 

 ありがとうございます。ただ今のご意見も含め、区民の皆さまからいろ

いろご意見いただきながら、まずは基本構想の策定に向けて頑張っていき

たいと思っています。 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。ほかにありますでしょうか。 

 これについても、自治協議会の方でまた提案や審議になるかと思います

ので、またご意見を頂戴できるかなと思っています。 

 報告ですので、よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 それでは、報告（2）は終了します。次の次第 6、その他です。令和 5

年度市長とすまいるトークについて、にしかんパレードについて、地域総

務課長から説明をお願いします。 

事務局 

（高橋地域総務課長） 

 引き続き説明をさせていただきます。 

 それでは初めに、令和 5年度市長とすまいるトークについて説明をさせ

いただきます。お配りした資料をご覧ください。 

 市報にいがたの 4月 16日号に掲載されていますが、5月 26日（金）午

後 7時から、巻文化会館で「『新潟市総合計画 2030』～新たなまちづくり

のはじまり～」をテーマとして、市長とすまいるトークを開催します。 

 参加を希望される方は 5月 11日（木）までに、直接新潟市のコールセ

ンターにお申し込みいただくか、地域総務課までご連絡ください。 

 また、当日質問したい事項がありましたら、本日配付した参加申込書に

内容を記載のうえ、ご提出をお願いします。 

 ぜひ委員の皆さまから積極的なご参加、ご質問をいただければと思って

いますのでよろしくお願いします。 

 引き続き、にしかんパレードについて説明をさせていただきます。 

 にしかんパレードの開催ということで、報道資料 1枚をお配りしていま

す。「まき夏まつり」に合わせ、区の一体感醸成を目的としたパレードを

開催します。地域の伝統文化を生かしたパレードに加え、ミッキーマウス

やディズニーの仲間たちが出演します。 

 パレードは、6月 18日（日）午前 11時 10分から 13時までの予定とな

っています。なお、東京ディズニーリゾートのパレードについては、12時

半頃のスタート予定となっています。 

 パレード会場は旧 116号線で、県立巻総合高校脇からウオロク巻店様の

前まで、約 1キロのパレードとなります。 

 当日、会場周辺は交通規制がかかります。また、会場周辺の駐車場は用

意しておりませんので、お越しになられる方は公共交通機関等をご利用い

ただければと思います。 

 また、各出張所からシャトルバスを運行します。シャトルバスは無料で

すが、事前の申し込みが必要です。詳しくは区役所だよりの 5月 7日号

や、区のホームページをご覧ください。 
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 区のホームページには明日から掲載をさせていただきますので、ぜひご

覧ください。説明は以上です。 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。1点目、市長とすまいるトークについて、こ

れは西蒲区の皆さま対象ということで、自治協の中でもまた市長との懇談

会があるかと思いますが、ぜひ積極的に参加していただきたいと思いま

す。 

 市長とすまいるトークについて、何かご質問はありますでしょうか。 

 続きまして、にしかんパレードについて、5月 1日（月）に西蒲区内全

戸回覧で、ボランティア募集の案内も行く予定です。回覧を見ていただ

き、ご協力をお願いしたいと思います。 

 にしかんパレードについて、何かご質問はありますでしょうか。 

 質問がないので、続いてにしかん観光周遊ぐる～んバスについて、産業

観光課長から説明をお願いします。 

事務局 

（高野産業観光課長） 

 産業観光課です。皆さまにお配りした、にしかん観光周遊ぐる～んバス

のチラシをご覧ください。例年ゴールデンウイーク近い 4月の終わり頃か

ら 10月末まで運行しているのですが、今年も運行しますので、ぜひご利

用いただきたいと思います。 

 バスですとお酒が飲めますので、酒蔵やワイナリーなども行っていただ

けるとありがたいなと思います。 

 昨年から変更されたところがあります。まず、角田浜のバス停につい

て、今まで 402号線にあったのですが、今年度から角田浜の駐車場の方に

移設します。加えて、今まで 8月は運休していたのですが、今年度は 8月

も運行します。 

 角田浜にバス停が移動しますし、8月も運行しますので、ぜひ海水浴に

もご活用いただければと思います。 

 角田浜周辺では、新たなにぎわいも出てきていますので、ぜひ、にしか

ん観光周遊ぐる～んバスをご利用いただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。今ほどの説明について、ご質問はありますで

しょうか。 

 私は 1回も乗ったことがないので、ぜひ、今年は乗ってみたいと思いま

す。前期の時も話が出て、「あまり乗らないね」「乗ったことないね」とい

う話があったので、ぜひ、皆さんご利用くださいますようお願いします。 

ご質問がないようなので、以上で終了します。ありがとうございまし

た。 

以上で本日の議事はすべて終了しました。 

このあと各部会があります。各部会については、部会長・副部会長を決

定しますので、ぜひ積極的に手を挙げていただきたいと思います。ぜひ、

経験した方が入って、また次につなげるようなかたちを取っていただける

と、非常にありがたいと思います。 
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 前期の人が 2人ぐらいしかいない部会もありますので、議論いただい

て、積極的に手を挙げていただきたいと思っています。 

 以上で私の方の進行を終了し、事務局にお返ししたいと思います。よろ

しくお願いします。ありがとうございました。 

事務局 

（丹治補佐） 

 ありがとうございました。それでは最後に事務局から 3点ほど連絡をさ

せていただきます。 

 まず、次回の西蒲区自治協議会については、5月 25日（木）の午後、

本日と同じく巻地区公民館にて開催予定です。 

 ご案内については、改めて文書を送付させていただきます。 

 続きまして、このあとの各常任部会についてです。会場は、総務部会が

2階実習室、保健福祉部会が 2階研修室、まちづくり・産業部会が 3階視

聴覚室で行いますので、ご移動をお願いします。 

 なお、各常任部会の開催時間は 3時 55分からとさせていただきたいと

思いますので、それまでにご移動をお願いします。 

 それから最後に、各常任部会終了後に委員推薦会議を開催します。先ほ

ど、委員推薦会議の構成員になられた方は部会が終了後に、こちらの小ホ

ールに再度お集まりいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは以上をもって、令和 5年度第 1回西蒲区自治協議会を終了しま

す。お疲れさまでした。 

 


